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Ⅰ　はじめに

1　本稿の主題
　一定の事情（事実状態）のもとで，選挙権（日
本国憲法 15 条 1 項）の行使が致命的に阻害される
場合がある。本稿は，このような事態を選挙権保
障との関係で検討しようとするものである。
　本稿は同検討に当たって，特に次の事態に着目
する。すなわち，2020 年以来，新型コロナウイ
ルス感染症（COVID-19）が世界的に大流行して
いる。各国は，同感染症拡大防止のために，ヒ
ト・モノの入国を制限したため，国際郵便の途
絶・大幅遅滞が生じている。このため，2021 年
10 月 31 日に投開票された第 49 回衆議院議員総
選挙において，多くの在外日本国民の選挙権行使

が不能ないし著しく困難となった。
　以上の事態を選挙権保障との関係で検討する理
由と意義は，下記 3から 7の点にある。

2　略　　語
　本稿では，以下の略語を用いる。すなわち，新
型コロナウイルス感染症を「COVID-19」，同感
染症の世界的大流行を「コロナ禍」，2021 年 10
月 31 日に投開票された第 49 回衆議院議員総選挙
を「本件選挙」，在外日本国民の選挙権を「在外
選挙権」，同選挙権に基づく投票を「在外投票」，
同選挙権行使に係る選挙を「在外選挙」という。
国際郵便の途絶・大幅遅滞を，あわせて国際郵便
の「途絶等」という。選挙権を含む権利行使の不
能と著しい困難（性）を，あわせて権利行使の
「不能等」という。

3　選 挙 権
　日本の最高裁判所は，議員定数不均衡訴訟をは
じめとして，選挙権に関して積極的な司法判断を
行う傾向にある1）。特に，最高裁判所は最大判平
成 17 年（2005 年）9 月 14 日民集 59 巻 7 号 2087
頁（在外日本国民選挙権訴訟）にて，公職選挙法

1）　日本の最高裁判所は，議員定数不均衡訴訟にて，立法裁
量の「判断過程統制」ともいわれる特徴的な判例理論の形成を，
積極的に行おうとする場合がある。山本真敬は，日本の判例の
展開を丹念に分析したうえで次のように論じており，注目すべ
きである（山本真敬『立法裁量と過程の統制』〔尚学社，2022
年〕47-49 頁）。

　藤田〔宙靖最高裁判所〕裁判官の「判断過程統制」は，
「改革に向けての前進をなお続けようとの気運」のような
曖昧模糊としたものを持ち出して，そしてそれのみ（＝
「―元的」）によって合憲と判断していた……。
　これに対して，従来の「1票の較差」に関する判例法理

は，違憲状態の有無を判断した後に相当期間（ないし合理
的期間）の経過を判断するという「二元的」な枠組みであ
り，そして，この相当期間（合理的期間）の経過の有無の
判断において，立法者の「努力」を評価する「違憲の主観
化」がなされていた……。そしてまた，藤田裁判官の見解
を最も忠実に継承したかに見える大橋正春〔最高裁判所〕
裁判官の「判断過程統制」も，いずれも違憲状態の判断お
よび合理的期間論（または相当期間論）の双方からなる
「二元的」な判断枠組みの下，合理的期間（相当期間）が
経過したか否かを判断する基準として，「真摯な努力」を
持ち出していることが確認できた。
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（以下，同法の条項は「公選○○条」と記載する）の
うち，在外選挙権の行使を制限する部分について，
憲法 15 条 1 項・3項，43 条 1 項，44 条ただし書
に違反すると判断した。
　そのため判例の傾向からしても，在外選挙権を
含め選挙権をめぐる問題は，憲法上非常に重要で
ある。

4　選挙権行使の制限
　憲法学説はこれまで，法令の明文による選挙権
の制限については，強い関心を寄せてきた。たと
えば，最近憲法学説が着目した選挙権制限として，
成年被後見人の選挙権制限（公選 11 条 1 項 1 号。
「成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法
等の一部を改正する法律」〔平成 25 年［2013 年］5
月 31 日法律第 21 号〕により削除された）や，受刑
者の選挙権制限（公選 11 条 1 項 2 号以下）がある。
これらはいずれも，法令の明文が選挙権を制約す
るものである。
　他方で憲法学説は，一定の状況下で選挙権行使
が事実上不能等となる事態については，最一小判
昭 和 60 年（1985 年 ）11 月 21 日 民 集 39 巻 7 号
1512 頁（在宅投票制度廃止違憲訴訟）など判例と
して顕在化したものを除いて，あまり検討の対象
としてこなかった。
　そこで本稿は，コロナ禍による国際郵便の途絶
等という状況のもとで，選挙権行使が事実上，し
かし致命的に制限されている事態を取り上げる。

5　郵便制度
　最高裁判所は最大判平成 14 年（2002 年）9 月
11 日民集 56 巻 7 号 1439 頁（以下，通称に従い
「郵便法違憲判決」という）にて，郵便法の規定が
憲法 17 条に違反すると判断した。郵便法違憲判
決は，法令違憲判決としては，最大判昭和 62 年
（1987 年）4 月 22 日民集 41 巻 3 号 408 頁（森林法
違憲判決）以来久しぶりの違憲判決であった。

　憲法学説は，郵便法違憲判決の検討に当たって，
違憲判断を導いた重要な要素として郵便制度に注
目することも多かった2）。
　しかし憲法学説は，郵便法違憲判決との関係を
除いては，郵便制度に対してほとんど関心をもっ
てこなかった。
　本稿は，このような憲法学説の一般的傾向に対
し，郵便制度の現状に着目する。

6　早急な対応の必要性
　憲法学説は，違憲訴訟提起や広範な報道がなさ
れていない人権侵害に対しては，理論的検討を行
わない傾向が強い。
コロナ禍当初から国際郵便の途絶等が多発し，

2021 年 10 月当時も同途絶等は抜本的に解消され
ていなかった。そのため，本件選挙（2021 年 10
月 31 日付投開票）ではもともと，同途絶等のため
に在外選挙権の行使不能等が頻発する旨，容易に
予測できた。しかし，在外選挙権の行使不能等に
ついて，本稿投稿（2021 年 10 月 7 日）時点では違
憲訴訟提起や広範な報道がなかったためか，憲法
学上の検討も見当たらなかった。
　その後本件選挙の投票日直前になって，ようや
くマスメディアが同行使不能等を報道するに至っ
たが3），結局本件選挙で在外選挙権を行使できな
い事例が多発した4）。
　本稿は，今後実施される選挙において在外選挙
権保障を現実に実現するため，早急に対応策を講
ずるべきであると論ずるものである。

7　小　　括
　以上のとおり，選挙権保障との関係で，国際郵
便の途絶等のために，事実上，在外選挙権行使が
不能等となる事態を取り上げるべき必要性は高い。

2）　安西文雄「郵便法の責任免除・制限規定の合憲性審査
――郵便法違憲判決」論究ジュリスト 1号（2012 年春号）
73-80 頁，柴田憲司「制度的権利と目的手段審査――郵便法違
憲判決」論究ジュリスト 29 号（2019 年春号）7-13 頁など。
3）　たとえば，毎日新聞が本件選挙における在外選挙権の行

使不能等を報じたのは，2021 年 10 月 18 日が最初のようであ
る（毎日新聞ウェブサイト〔https://mainichi.jp/articles/ 
20211018/k00/00m/010/102000c〕参照）。以下，特に記載のな
いかぎり，ウェブサイトの閲覧日は 2022 年 2 月 25 日である。
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Ⅱ　選 挙 権

1　在外日本国民選挙権訴訟との対比
　本稿は，国際郵便の途絶・大幅遅滞など一定の
事情（事実状態）のもとで，（在外）選挙権行使が
不能等となる事態に着目する。選挙権保障にとっ
て同事態がもつ意味を，以下，最大判平成 17 年
（2005 年）9 月 14 日民集 59 巻 7 号 2087 頁（在外
日本国民選挙権訴訟。以下「本判例」という）と対
比させながら検討する5）。

2　判例の事案と判示内容
　本判例の事案では，もともと公職選挙法 42 条
1 項 2 項・21 条 1 項，住民基本台帳法 15 条 1 項
の各規定のため，在外日本国民は，衆議院・参議
院議員選挙において投票をすることができなかっ
た。その後，平成 10 年（1998 年）法律第 47 号
によって公職選挙法が改正され（以下「本件改
正」という），在外選挙制度が創設されたが，本
件改正後の公職選挙法附則 8項により，当分の間，
在外選挙の対象が衆議院・参議院の比例代表選出
議員の選挙に限定された。
　本判例の判示を一部抜粋すると，次のとおりで
ある（①・②・③の各記号は引用者が補った）。

① 国民の代表者である議員を選挙によって選定
する国民の権利は，国民の国政への参加の機会
を保障する基本的権利として，議会制民主主義
の根幹を成すものであり，民主国家においては，
一定の年齢に達した国民のすべてに平等に与え
られるべきものである。……
② 憲法の以上の趣旨にかんがみれば，自ら選挙
の公正を害する行為をした者等の選挙権につい
て一定の制限をすることは別として，国民の選
挙権又はその行使を制限することは原則として
許されず，国民の選挙権又はその行使を制限す
るためには，そのような制限をすることがやむ
を得ないと認められる事由がなければならない
というべきである。
③ そして，そのような制限をすることなしには
選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認める
ことが事実上不能ないし著しく困難であると認
められる場合でない限り，上記のやむを得ない
事由があるとはいえず，このような事由なしに
国民の選挙権の行使を制限することは，憲法 15
条 1 項及び 3項，43 条 1 項並びに 44 条ただし書
に違反するといわざるを得ない。

3　本稿の主題との関係
　本判例は，在外日本国民にも憲法上選挙権が保
障されるにもかかわらず，公職選挙法という「法

4）　毎日新聞ウェブサイト（https://mainichi.jp/articles/ 
20211121/ddp/001/010/001000c）。
本件選挙（第 49 回「衆議院」議員総選挙）における在外投

票者数は，比例代表選挙が 1万 9531 名，小選挙区選挙が 1万
9383 名であった（外務省ウェブサイト〔https://www.mofa.
go.jp/mofaj/press/release/press4_009161.html〕）。一方，本件
選挙「前」，最後に行われた「衆議院」議員総選挙は，2017 年
（平成 29 年）10 月 22 日に投開票された第 48 回衆議院議員総
選挙であるところ，同選挙における在外投票者数は，比例代表
選挙が 2万 1462 名，小選挙区選挙が 2万 1179 名であった（外
務省ウェブサイト〔https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/
release/press4_005171.html〕）。また，本件選挙「前」，最後に
行われた「参議院」議員通常選挙は，2019 年（令和元年）7月
21 日に投開票された第 25 回参議院議員通常選挙であるところ，
同選挙における在外投票者数は，比例代表選挙が 2万 1183 名，
選挙区選挙が 2万 0976 名であった（外務省ウェブサイト
〔https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_007626.
html〕）。
このように，本件選挙以前と比べて，本件選挙の在外投票者

数は，少なからず減少した（ただし，コロナ禍を理由として日
本に帰国した日本国民は，一定数いたと思われる）。
なお，投票率は一般に，有権者数に対する投票者数の割合を

指す場合が多い。在外選挙において有権者となるためには，在
外選挙人名簿への登録等を要する（公選 49 条の 2）。本件選挙
では，本文Ⅴ 3のとおり，国際郵便の途絶等のため，在外選
挙人名簿への登録自体に，大きな支障が生じた。そのため，上
記では，在外選挙における有権者数・投票率に言及せず，投票
者数のみを取り上げた。
一般社団法人選挙制度実務研究会編『コロナ禍における選挙

管理執行の実務――特例郵便等投票から最新対策実例，Q&A
まで（令和 3年改訂版）』（国政情報センター，2021 年〔8月〕）
は，コロナ禍でも選挙手続を遂行するために，選挙手続に関与
する公務員が行ったさまざまな実務上の工夫を紹介しており，
示唆に富む。しかし，同書に在外投票に関する叙述は見当たら
ない。コロナ禍のもとでは，国内の選挙手続を遂行するだけで
も多大なる労力を要し，在外投票について顧慮する余裕がなか
ったことがうかがわれる。
5） 最高裁判所の判例のなかでも，特に本判例を取り上げる
理由は，次の 3点にある。すなわち，①法令違憲の判断を行っ
た近時の最高裁判所大法廷判決という意味で，憲法上の重要性
が特に高いこと，②投票価値の平等に関する判例（議員定数不
均衡訴訟）などと異なり，選挙権保障そのものが直截に争われ
た判例であること，③在外選挙権保障という点で，本稿の主題
との関連性が深いこと，の 3点である。
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律」が，在外選挙権の行使を制限していた点を違
憲と判断した。
　本判例のうち上記②・③の判示は，法律が明確
に在外選挙権の行使を制限しているという事実関
係を前提とする。そのためこれらの判示は，一定
の事情（国際郵便の途絶等）を原因として，在外
選挙権行使が「事実上」不能等となる局面まで，
直接に射程に収めているわけではない。他方で上
記①の判示は，憲法における選挙権の一般的な重
要性を論ずるものであるから，その趣旨は，一定
の事情のもとで（在外）選挙権行使が事実上不能
等となる局面にも妥当する6）。

4　検　　討
　以上を前提とすると，次のように考えるべきで
ある。
　一定の事情のために，国民の（在外）選挙権行
使が事実上不能等になっていて，国家が立法・行
政上の措置等により，当該事情を解消しうるにも
かかわらずこれをしない場合には，国家に作為義
務違反が生じえ，憲法 15 条 1 項・3項等違反と
なりうる7）。
　以上は，当該事情を基本的に司法事実と理解す
るものであるが，当該事情が一時的なものでなく
恒常的なものであり，国家が立法・行政上の措置
により容易に解消できないような場合には，同事
情をむしろ立法事実と捉えたうえで，公職選挙法
などの法令自体の合憲性を判断すべきである8）。

Ⅲ　通信の自由

1　本稿の主題との関係
　本稿の主題との関係では，国際郵便の途絶等に
関して，通信の自由も問題となる。そのため，本
稿の検討に必要な範囲で，通信の自由について論
ずる。

2　伝統的憲法学説
　伝統的憲法学説は，通信の自由について，「非
公開でコミュニケーションを行う自由」などと定
義する9）。伝統的憲法学説は，通信の自由につい
て，通信の秘密（憲法 21 条 2 項後段）の論理的前
提ないし反射として，通信の秘密の内容をなすと
理解してきたが10），その解釈論上の帰結は，必
ずしも分明ではなかった。そもそも最近まで，憲
法学説が通信の自由に着目すること自体が少なか
った11）。

3　海野敦史の所論
　しかし最近では，海野敦史が通信の自由につい
て精力的に研究しており12），注目を集めている。
以下，海野が郵便制度を明示的に援用した論稿か
ら，一部を引用する13）。

通信の秘密の保障は，通信ネットワークを通じ
た情報の送受信の自由（通信の自由）を前提と
しているものと解されることから，ネットワー

6）　本判例の最高裁判所調査官解説も，法律による制限に限
定することなく，「選挙権又はその行使に対する制限について
は，厳格な違憲審査基準が適用されるべきである」と論じてい
る（杉原則彦・最判解民事篇平成 17 年度〔2005 年度〕〔下〕
635 頁）。
7）　作為義務違反の成否については，本文記載の事情の明白

性や国会の審議過程をもとに，事案ごとに判断することになろ
う。本判例で問題となった公職選挙法の規定と本文記載の事情
の，いずれの解消がより容易であるかは，当該事案によって異
なるから，少なくとも，本判例の違憲審査基準をそのまま本文
記載の局面に妥当させることはできない。
8）　違憲審査の手法としては，立法事実に基づく客観的審査

（広義の文面審査）に属する（佐藤幸治『日本国憲法論〔第 2
版〕』〔成文堂，2020 年〕707 頁参照）。
9）　佐藤・同上 356 頁など。
10）　芦部信喜『憲法学Ⅲ　人権各論⑴〔増補版〕』（有斐閣，
2000 年）541-542 頁，佐藤幸治『憲法〔第 3版〕』（青林書院，

1995 年）576-577 頁など。ただし，佐藤幸治は現在では，本文
3記載の海野敦史の議論等を参照し，通信の自由の保障内容を，
より具体的に論ずるに至っている（佐藤・前掲注 8）356-357
頁参照）。
11）　貴重な例外として，阪本昌成『憲法理論Ⅲ』（成文堂，

1995 年）140 頁。
12）　論文は多数にのぼる。単行書籍としては，海野敦史

『通信の自由と通信の秘密――ネットワーク社会における再構
成』（尚学社，2018 年），特に 29-32 頁・53-73 頁，海野敦史
『「通信の秘密不可侵」の法理――ネットワーク社会における法
解釈と実践』（頸草書房，2015 年），特に 187-225 頁が重要で
ある。
13）　海野敦史「制度的保障論の再構成」長崎大学経済学部

研究年報 27 号（2011 年 6 月号）66-67 頁。やや異なる角度か
らの整理として，海野・前掲注 12）（2018 年）29-36 頁，海野
敦史『情報収集解析社会と基本権』（尚学社，2021 年）193-
194 頁も参照。
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ク上の「自由な情報流通」を最大限に実現しな
ければならないという客観的な原則規範をも内
包しているものと解される。一方，通信の秘密
不可侵は……通信に関する制度（通信制度）の
存在を前提に保障されるものであると解される
ことから，電気通信や郵便・信書便に関する諸
制度の安定的な設営をも保障するものであると
考えられる。……
現行の法律上の通信制度には，例えば……「郵
便料金の設定・変更に際してはあらかじめ総務
大臣に届け出なければならない（郵便料金届出
義務）」（郵便法……67 条 1 項）という規範など，
さまざまな規範が含まれているが，仮にこれら
の個々の制度構成規範が部分的に改廃されたと
しても，それだけでただちに違憲となるもので
はない。制度の改廃が国民の「自由な情報流通」
を阻害し，通信の秘密の保障（ひいては個人の
自律の確保）を著しく困難なものとすることと
なって初めて，違憲となる可能性が生じるもの
と解される。それゆえ，制度構成規範は，他の
制度構成規範とともに「集合体」となって初め
て憲法による保障の「候補」……となり，その
中で基本権を保障するうえで必要不可欠と認め
られる核心部分が憲法上の保障を受けることと
なるものである。……
通信制度に関する制度構成規範のうち，その欠
缺が通信の秘密不可侵に関する保障を著しく困
難なものとするもの，ひいては通信の秘密を侵
されない権利やその論理的前提となる「通信の
自由」の保障にとって不可欠であると認められ
るもの（例えば，通信事業者による一定の通信
役務の提供義務はこれに該当しよう）が，立法
権によっても侵すことのできない核心部分とし
て憲法上の保障を受け，それ以外の要素の存否
のあり方については，基本的には立法権の合理
的な裁量に委ねられるものと解される。

　以上は，通信の自由と通信の秘密の，主観法
（主観的権利）の側面だけでなく，客観法（客観的
法規範）保障の側面に着目したものと理解するこ
とができる。
　海野の所論に対して曽我部真裕は，「確かに，

通信制度の安定的設営が国民生活に不可欠であり，
それゆえに重要な政策課題でありうることは一般
論としては異論の余地はないだろう。しかし，だ
からといってそれが直ちに憲法上の具体的な要請
となるわけではない」14）と批判しており，傾聴に
値する。
　しかし，郵便やインターネットなどの通信制度
を安定的に設営するためには，公権力の関与が
――その程度はともかく――必要不可欠である。
そのため，国家の関与が不十分ないし不適切であ
るために通信制度が著しく不安定となり，憲法が
通信の自由を保障した意義が没却されるに至った
ような場合には，違憲と評価すべき余地がある。
このように理解すれば，海野の上記所論には合理
性がある。

4　他の人権による補強
　一定の通信が，（通信の自由以外の）人権を（実
質的に）実現するために重要な意義をもつ場合に
は，上記引用文中の「核心部分」をより明確に画
定できるようになったり，通信の制約に対してよ
り厳格な合憲性審査を求めたりすることが考えら
れる。
　本稿の主題との関係では，在外選挙権行使のた
めに，特定の通信手段が特別に重要な意義を有す
る場合には，選挙権保障もあいまって，当該通信
手段が上記「核心部分」として直接に憲法上の保
護を受ける可能性が高まる。

Ⅳ　在外選挙権行使の手続

　憲法学説が，在外選挙権行使（在外投票）の具
体的な手続を検討対象とすることはほとんどな
い15）。そこで以下，在外選挙権行使の具体的な
手続を説明する。

1　在外選挙人名簿への登録
　在外投票をするためには，まず在外選挙人名簿
（公選 30 条の 2第 1項）に登録されている必要が

14）　曽我部真裕「通信の秘密の憲法解釈論」季刊Nextcom
（KDDI 総合研究所）16 号（2013 年 12 月号）18 頁。
15）　飯島滋明「在外投票について」名古屋学院大学論集社

会科学篇 58 巻 3 号（2022 年 1 月 31 日号）25-39 頁は，簡略な
がら在外投票の手続を紹介している。
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ある（公選 42 条 1 項本文）。日本国民が在外選挙
人名簿に登録申請するためには，現在の（日本国
外の）住所を管轄する領事官を経由して，日本国
内の選挙管理委員会に対して，文書で申請する必
要がある（公選 30 条の 5第 1項・2項）。
　日本国民が在外選挙人名簿に登録されると，上
記選挙管理委員会は，上記領事官を経由して，当
該日本国民に在外選挙人証を交付する（公選 30
条の 6第 4項）。
　在外選挙人名簿への登録申請は，個別の選挙日
程に関わりなく行うことができる16）。

2　在外投票の手続
　日本国民が個別の選挙について在外投票をする
ためには，以下の 3つの手続のうち，いずれかを
とる必要がある17）。
⑴　在外公館投票

　在外公館の長に対し，在外選挙人証及び旅券等
を提示して，投票用紙と投票用封筒を申請する
（公職選挙法施行令〔以下「公選令」という〕65 条の
3第 1項）。投票用紙に投票の記載をし，投票用封
筒に入れて，在外選挙人証及び旅券等を提示して
在外公館の長に提出する。これらの手続をとるた
めには，直接，投票場所に赴く必要がある（以上
につき，公選 49 条の 2第 1項 1号）。
⑵　郵便投票
　まず，日本国内の選挙管理委員会の長に対し，
投票用紙と投票用封筒を請求する。投票用紙・投
票用封筒の請求は，日本国内の選挙管理委員会に

直接出向いて行うこともできるが，国外にいなが
ら請求しようと思えば，日本国内の選挙管理委員
会の長に対し，郵便にて請求するしかない（以上
につき，公選令 65 条の 11 第 1 項）18）。
　投票用紙と投票用封筒の上記請求は，選挙期日
の公示・告示前であっても行うことができるが，
選挙管理委員会の長から，投票用紙・投票用封筒
が発送されるのは，衆議院議員総選挙の場合は任
期満了前 60 日に当たる日又は衆議院解散日のい
ずれか早い日，参議院議員通常選挙の場合は任期
満了前 60 日に当たる日以降である（公選令 65 条
の 11 第 2 項，在外選挙執行規則〔平成 11 年［1999
年］1月 26 日自治省令第 2号〕23 条）。
　次に，日本国民は，投票用紙・投票用封筒を取
得したうえで，投票用紙に投票の記載をし，投票
用封筒に入れ，さらに他の適当な封筒に入れて，
日本国内の選挙管理委員会の長に郵送する。同郵
送は，投票所を閉鎖する時刻までに投票の送致が
できるように到着する必要がある（以上につき，
公選令 65 条の 12 第 1 項，公選 49 条の 2第 1項 2
号）。同時刻までに到着しなかった場合（たとえば
翌日に到着した場合）には，正規の投票として取
り扱われない19）。
⑶　日本国内における投票
　在外選挙人名簿に登録された日本国民は20），
日本に一時帰国した際や，帰国後間もないため国
内の選挙人名簿に登録されていない場合21）等に
は，日本国内（当日投票の場合，指定在外選挙投票
区の投票所又は指定共通投票所〔公選 49 条の 2第 2

16）　以上につき，黒瀬敏文 ＝笠置隆範編著『逐条解説　公職
選挙法（上）改訂版』（ぎょうせい，2021 年）275-307 頁参照。
在外選挙人名簿登録の実務運用については，総務省自治行政

局選挙部管理課「在外選挙人名簿の登録手続における事務処理
について（2020 年 12 月 2 日）」選挙時報（全国市区選挙管理
委員会連合会編）70 巻 1 号（2021 年 1 月号）56-58 頁参照。
17）　黒瀬ほか編著・前掲注 16）552-579 頁。
在外投票の実務運用については，総務省自治行政局選挙部長

「在外投票の事務処理について（2019 年 5 月 24 日）」選挙時報
（全国市区選挙管理委員会連合会編）68 巻 7 号（2019 年 7 月
号）94-104 頁参照。
18）　公選令 65 条の 11 第 1 項では，日本国内の選挙管理委

員会の長に「郵便等」にて請求する旨規定されている。公職選
挙法・公選令上，「郵便等」は，「郵便又は民間事業者による信
書の送達に関する法律（平成 14 年法律第 99 号）第 2条第 6項
に規定する一般信書便事業者，同条第 9項に規定する特定信書

便事業者若しくは同法第 3条第 4号に規定する外国信書便事業
者による同法第 2条第 2項に規定する信書便」を指す（公選
49 条 2 項・公選令 23 条の 7第 6項）。しかし現状では，国際
的にやりとりをすることができる上記「信書便」は存在しない。
このため，公職選挙法・公選令の定める「郵便等」は，国際的
なやりとりに関しては，事実上「郵便」のみを指すことになる。
19）　黒瀬ほか編著・前掲注 16）571 頁。
20）　本文の記載は，在外選挙人名簿に登録されている日本

国民について述べたものである。帰国した日本国民が，（短期
の出国等のため）もともと，国内の選挙人名簿に登録されたま
まで，在外選挙人名簿に登録されていなかった場合には，国内
の（通常の）選挙手続に従って投票することになる。
21）　具体的には，日本に帰国し，日本国内の市町村に転入

の届出をしてから 3か月に満たない場合等である（公選 21 条
1 項）。
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項・3項，公選 44 条 1 項〕。期日前投票の場合，指定
期日前投票所〔公選 49 条の 2第 4項，公選 48 条の 2
第 1項〕）にて投票をすることもできる。

Ⅴ　在外選挙権行使の現実的困難性

　在外選挙権の行使（在外投票）には，以下のと
おり多くの困難が伴う。このような困難はコロナ
禍以前からあったが，コロナ禍でいっそう深刻な
ものとなった。

1　在外公館投票
　在外公館投票のための投票所は，そもそも設置
されるとは限らない（公選 49 条の 2第 1項 1号柱
書かっこ書）。
　仮に在外公館投票のための投票場所が設置され
るとしても，当該国に 1か所しか設置されない場
合が多い。このため，コロナ禍や心身の障がいの
ために，長距離移動ができない場合には，事実上，
投票場所に赴いて在外公館投票をすることができ
ない場合が多くなろう。
　さらに，在外公館投票はごく短期間しか行うこ
とができない場合も少なくない（公選 49 条の 2第
1項 1号イかっこ書）。投票場所から日本国内に投
票を送致するために，日数を要するためである。
たとえば本件選挙では，ダナン（ベトナム），ド
バイ，カタールなどでは，在外公館投票ができた
のは，わずか 1日だけであった22）。
　以上のとおり，在外公館投票はもともと決して
利用しやすい制度ではなかったが，コロナ禍にて
利用はさらに困難になった。

2　日本国内における投票
　日本に一時的に帰国して投票するという方法は，
経済的負担が大きすぎるし，コロナ禍のもとでは，
日本に確実に帰国できるとは限らない。

3　郵便投票
　そうすると，在外日本国民が確実に在外投票を
しようと思えば，郵便投票によるしかない。しか
し郵便投票には，以下のとおり，国際郵便利用に
伴う重大な支障がある。
⑴　国際郵便の利用態様
　日本国外にいながら郵便投票をするためには，
投票用紙と投票用封筒を国際郵便で請求する→投
票用紙と投票用封筒が国際郵便で送付されてくる
→投票用紙と投票用封筒を国際郵便で発送する，
という手続をとる必要がある（上記Ⅳ 2⑵）。つ
まり，国際郵便を合計 3回利用する必要がある。
　これより速く，手続を最速で行うためには，選
挙公示・告示前にあらかじめ，投票用紙と投票用
封筒の請求を行っておく必要がある（公選令 65 条
の 11 第 2 項）。この場合，衆議院議員総選挙の場
合は任期満了前 60 日に当たる日又は衆議院解散
日のいずれか早い日，参議院議員通常選挙の場合
は任期満了前 60 日に当たる日以降に，選挙管理
委員会の長から国際郵便にて，投票用紙・投票用
封筒が発送される（公選令 65 条の 11 第 2 項，在外
選挙執行規則〔平成 11 年［1999 年］1月 26 日自治
省令第 2号〕23 条）。
　日本国憲法下で，衆議院議員総選挙が任期満了
に基づき行われたのは，1976 年 12 月 5 日の 1回
だけであり，その他はすべて衆議院解散に基づく。
衆議院議員総選挙は，衆議院解散に基づく場合，
解散から 40 日以内に行われる（公選 31 条 3 項）。
そのため，郵便投票の方法により在外投票をする
ためには，上記最速の手続をとったとしても，基
本的に23）どれだけ遅くとも 40 日以内に，日本国
内から国外へ，投票用紙と投票用封筒を国際郵便
にて発送し，国外から国内へ，投票用紙を封入し
た投票用封筒が国際郵便にて到着していなければ
ならない。
　40 日間で国際郵便が 1往復というのは，確保
しうる最長期間を確保することができた場合の想

22）　2021 年 10 月 14 日付総務省・外務省令第 3号「第四十
九回衆議院議員総選挙に係る在外公館等における在外投票の時
間の特例を定める省令」。
23）　本文で「基本的に」と述べたのは，それほど多くはな

いであろうが，衆議院解散日よりも早く，衆議院議員の任期満

了前 60 日に当たる日が到来する場合，言い換えれば，衆議院
議員の残任期が 60 日間を下回ってから衆議院が解散された場
合には，国際郵便のやりとりに，40 日以上確保可能な場合が
ありうるためである。
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定である。衆議院解散後，投票用紙と投票用封筒
の請求から行う場合には，最長でも 40 日間に，
国際郵便を（片道）3回利用する必要があるし，
在外選挙人名簿への登録申請（上記Ⅳ 1）から行
う場合には，最長でも 40 日間に，国際郵便を
（片道）5回利用する必要があることが通常である。
　後二者の事例が多いと思われるから，もともと，
郵便投票による在外選挙権行使は，決して容易で
はなかった24）。
⑵　国際郵便の状況

　コロナ禍では国際郵便の途絶等が多発している
から，郵便投票による在外選挙権行使は，きわめ
て困難になっている。すなわち，本稿投稿（2021
年 10 月 7 日）時点で，国際郵便の状況は以下のと
おりであった25）。
　日本からの国際郵便発送に当たって，船便のみ
利用可能で，それ以外の郵送方法（航空便等）の
利用が不可能な国・地域（以下，単に「国」とい
う）は多数にのぼる。そのなかには，インド，ブ
ラジル，ロシアなど，相当数の日本国民が居住す
ると思われる国も少なくない。
　また，航空便・船便を含め，日本からの国際郵
便の発送が，まったく不可能になっている国も多
数にのぼる。そのなかには，モンゴル，ウルグア
イ，キューバ，チリなど，一定数の日本国民が居
住すると思われる国も少なくない。アフガニスタ
ンなどの紛争地域については，いうまでもなく，
日本からの国際郵便の発送はまったく不可能であ
る。
　以上に該当しないからといって，国際郵便が正
常に送達されるとは限らない26）。

　その結果，在外日本国民が，そもそも郵便投票
のための国際郵便発送ができない国に居住してい
るとか，国際郵便の大幅遅滞のため，郵便投票に
よる在外投票をしようとしても，上記Ⅴ 3⑴の
期限内に国際郵便の発受信ができない場合には，
郵便投票を断念せざるをえない。
　このような問題はコロナ禍以前からあったが，
コロナ禍により国際郵便の途絶等が深刻化したた
め，いっそう顕在化した。

Ⅵ　憲法上の評価

1　在外選挙権の行使不能等
　以上の結果，在外日本国民のうち，在外選挙権
行使の意思をもちながら，現実には同行使が不能
等となる者が数多くいる。これについて，憲法上
どのように評価すべきか。

2　通信の自由の客観法保障
　憲法上通信の自由が保障されるところ，通信制
度の安定的運営が，同自由の客観法保障の一環を
なす（上記Ⅲ 3）。そのため，日本の国家は，郵
便制度をはじめとする通信制度が安定的に運営さ
れるよう，適切に行為する必要がある。
　さらに選挙権は，憲法上特に重要な人権である
ところ，その一環たる在外選挙権の行使は，現状
では国際郵便をはじめとする通信制度に依拠せざ
るをえない。そのため日本の国家としては，在外
選挙権行使の現実的実現のためにも，まずは，同
通信制度が安定的に運用されるよう，特に適切か
つ十分に行為する必要がある（上記Ⅲ 4）。

24）　このことについて，総務省も自覚的なようである。た
とえば，総務省自治行政局選挙部長・前掲注 17）には，以下
のような記載がある。
「在外選挙人名簿への登録申請については，正確かつ速やか
に登録事務を行い，在外選挙人証を発送するまでの期間を極力
短くするなど選挙人の投票の機会ができるだけ確保されるよう
に留意すること。このため……本籍地照会や在外選挙人証の外
務省への郵便等による送付には速達便を使用する等により，迅
速に手続が完了するよう特段の配慮をすること」（95-96 頁）。
「在外選挙人の選挙権行使の機会をできるだけ確保するため，
選挙期日が近づいた時期において，在外選挙人名簿の登録申請
等の際に，在外選挙人から要請があった場合には，便宜供与と
して，申請書と併せて郵便等投票のための投票用紙等の請求書
を送付することとしている」（98 頁）。

このように，総務省自治行政局選挙部長・前掲注 17）には，
選挙人による在外選挙権行使のために，迅速な手続をとる必要
がある旨の記載が，数多くある。
上記引用文（98 頁）からすると，特定の選挙実施が見込ま
れるようになったあとに，在外選挙人名簿の登録申請から手続
を開始する在外日本国民が少なくないようである。
25）　郵便局ウェブサイト（https://www.post.japanpost.jp/
int/information/overview.html。2021 年 10 月 7 日閲覧）。
26）　郵便局は，国際郵便のウェブページの冒頭に，次のよ
うに注記している。「各国・地域宛の航空便の減便等が継続し
ていることから，差し出された国際郵便物のお届けに遅延が生
じる恐れがあることをあらかじめご了承ください」（同上・郵
便局ウェブサイト）。
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　以上は憲法上，実現されるべき通信制度や，国
家がなすべき行為を一義的に特定するものではな
いから，ただちに違憲の問題を生じさせるわけで
はない。もっとも，国家がとりうる手段が著しく
限定されるような場合には，国家が当該手段をと
らなければ，違憲と評価しうる。そこで以下，在
外選挙権の行使を現実に実現するために，国家が
とりうる手段を具体的に検討する。

3　在外選挙権行使の現実的実現の方策
⑴　国際郵便の迅速化

　現行の公職選挙法は，在外投票として 3つの手
段を定めるところ（上記Ⅳ 2），そのなかで最も
現実的なのは，郵便投票である（上記Ⅳ 2⑵）。
そのため日本の国家は，在外選挙実施に際して国
際郵便の途絶等をできるだけ回避すべく，少なく
とも，日本国内から発送された国際郵便が迅速か
つ確実に宛先国に届くよう，できるかぎり実効性
のある手段を講ずる必要がある27）。
　一例を挙げよう。郵便法上，日本郵便株式会社
は「内国」郵便について，差出日から原則として
4日以内に送達する旨，郵便業務管理規程を定め
なければならない（郵便法 70 条 3 項 4 号）。これ
に対し，「国際」郵便については，郵便法上，送
達日数は具体的に定められておらず（同号かっこ
書），日本郵便株式会社が郵便約款にて，送達日
数を適正かつ明確に定めていればよい（郵便法 68
条 2 項 1 号ロ）。そこで，郵便法を改正し，在外選
挙の手続に関する国際郵便については，原則的な
送達日数を具体的に明示することが考えられる。
　もっとも，日本国内から発送された国際郵便を，
迅速・確実に宛先国に届けたとしても，宛先国内
の政治状況によっては，宛先国内で郵便の途絶等
が発生し，結局郵便投票ができないということも
考えられる。このため，国際郵便の送達日数を短
縮しようとしても，宛先国内の郵便事情や政治状
況という重大な限界がある。
⑵　郵便投票制度の改善

　公職選挙法等を改正し，郵便投票の到着の猶予

期間を設けるとか，消印有効とするなど，郵便投
票制度を改善することも考えられる。
　しかし在外日本国民のうち，国際郵便が完全に
途絶している国の居住者については，これらの対
策をとっても，郵便投票が不能等であることに変
わりはない。また，投票結果の確定が遅れるため，
迅速な国会審議・立法手続に支障が生じかねない
などの重大な問題もある。
⑶　FAX投票
　遠洋船舶の船員や国営の南極調査組織の構成員
は，ファクシミリ装置（以下「FAX」という）に
よる不在者投票が可能な場合がある（公選 49 条 7
項・9項。いわゆる洋上投票・南極投票）。そこで，
公職選挙法を改正して，FAX投票の対象者を在
外日本国民全体に拡大する方法が考えられる。
　しかし，同方法には，以下のような大きな課題
がある。
　第一に，FAXは，入力を 1桁誤るだけで誤送
信につながるため，FAX投票は，投票の秘密
（憲法 15 条 4 項前段）保持の観点からすると，優
れた方法とはいいがたい。
　現行法では，FAX投票は不在者投票の一環と
して位置付けられているため，不在者投票管理者
による管理が必要である（公選 49 条 7 項・9項・
10 項）。同管理により，FAXが誤送信されるリ
スクを相当程度減らすことができていると思われ
る。しかし，FAX投票の対象者を在外日本国民
全体に拡大した場合，世界中の在外日本国民につ
いて，適切に不在者投票管理者を選出することは
困難であろう。
　第二に，遠洋船舶や国営の南極調査組織であれ
ばFAXを備えている場合も多いであろうが，日
本の一般世帯におけるFAX保有率は，全体で
33.6 パーセント，単身世帯に限れば 14.5 パーセ
ントにとどまり（2020 年 8 月時点）28），保有率は
高いとはいえない。在外日本国民のFAX保有率
は，居住国によって異なるだろうが，インターネ
ットが世界的にも相当に普及していることからす
れば，一般世帯におけるFAX保有率は決して高

27）　ここでも，日本の国家が特定の手段をとらなかったか
らといって，ただちに違憲の評価を受けるものではない。
28）　総務省「通信利用動向調査　令和 2年統計表一覧（世帯

編）」（2020 年）総務省ウェブサイト（https://www.soumu.
go.jp/johotsusintokei/statistics/statistics05b1.html）における
「問 1　情報通信機器の保有状況」。
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くはなかろう。
　以上からすると，FAXによる在外投票を実現
しただけでは，在外選挙権行使が十分現実的にな
るとはいえない。
⑷　インターネット投票
　ア　概　　要
　現行の在外投票制度の問題性を最も実効的に解
決しうる方策として，インターネット投票の導入
がある。
　湯淺墾道は，早くから電子投票に着目し，数多
くの研究を公表してきた29）。湯淺は最近の論稿
にて，以下のように述べる30）。アメリカ合衆国
では，2000 年の大統領選挙における開票をめぐ
る混乱を契機として，電子投票が普及し，今では
「電子投票大国」となった31）。電子投票は大別し
て，①投票所内で電子投票機を使用するもの，②
投票所間をネットワークで接続し，どの投票所で
も投票できるようにするもの，③インターネット
を通じてどこでも投票できるようにするもの，が
ある（以下，③を「インターネット投票」という）。
現在アメリカ合衆国では，電子投票として，原則
として①が利用されている。しかし最近，アメリ
カ合衆国の一部の州や地域では，ブロックチェー
ン等を活用したインターネット投票（上記③）の
実証実験が行われている。たとえば 2018 年には，
ウェストバージニア州で，スマートフォンを利用
した在外モバイル投票が試行された。
　日本でも，インターネット投票（上記③）の整
備に当たって，これらの先行例を参考にすること
ができる。
　なお日本では，2001 年に「地方公共団体の議

会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機
を用いて行う投票方法等の特例に関する法律」
（平成 13 年〔2001 年〕12 月 7 日法律第 147 号。以下
「電子投票法」という）が制定され，各地方公共団
体が条例で定めることで，上記①の方法による電
子投票を行うことができるようになった。
　イ　課　　題
　もっとも，インターネット投票をはじめとする
電子投票には，特有の課題があることも事実であ
る。これについては，総務省「投票環境の向上方
策等に関する研究会」の報告書32）（2018 年 8 月公
表。以下「本報告書」という）が詳細な検討を行っ
ている。
　⒜　機器の不具合
　日本における電子投票の普及に当たっては，下
記「可児事件」が大きな妨げとなってきた。
　すなわち，2003 年（平成 15 年）7月 20 日，岐
阜県可児市議会議員選挙にて，電子投票法に基づ
き，上記①の方法による電子投票が行われた。し
かし，投票時間のうち約 1時間，投票機に投票を
記録することができないなどの異常が発生した。
名古屋高等裁判所判決によれば，「投票機に異常
が発生した原因は，ムサシ〔＝可児市に電子投票
機を提供した株式会社ムサシ〕において，投票サー
バの放熱ファンの位置を変更する等したことによ
り，投票サーバ内部の放熱が不十分となり，MO
ユニットの温度が規格値よりも上昇し，投票の記
録の遅延を来たし，投票端末のタイマー内に投票
サーバが応答できない状態になったことが原因で
ある」。
　名古屋高等裁判所の同判決は，「最下位当選者

29）　最初期の論稿として，湯淺墾道「電子投票の諸問題」
判例タイムズ 56 巻 7 号（2005 年 3 月 15 日号）118-124 頁。
30）　湯淺墾道「郵便・電子投票で民主主義のデジタル化は

加速するか」外交（外務省）66 号（2021 年 3 月号）122-125
頁。
アメリカ合衆国の状況について，湯淺墾道「アメリカの在外

不在者投票へのインターネット有権者登録の導入」情報ネット
ワーク・ローレビュー（情報ネットワーク法学会）14 号
（2016 年）85-100 頁，湯淺墾道「2016 年アメリカ大統領選挙
と電子投票・インターネット選挙運動（上・下）」選挙（都道
府県選挙管理委員会連合会）70 巻 1 号（2017 年 1 月号）9-17
頁，70 巻 2 号（2017 年 2 月号）1-9 頁も参照。
湯淺・前掲（2016 年）94-97 頁は，アメリカ合衆国のオンラ

イン有権者登録における不正とそれに対する対応の歴史を詳説
しており，示唆に富む。
この他に，河村和徳『電子投票と日本の選挙ガバナンス――
デジタル社会における投票権保障』（慶應義塾大学出版会，
2021 年〔9月〕）は，主として政治学の見地から電子投票につ
いて実証的に論じたものであるが，憲法学にとっても有益であ
る。
31）　アメリカ合衆国では，コロナ禍以前から郵便投票が普
及しており，5つの州では，全有権者が郵便投票をすることが
できた（湯淺・前掲注 30）〔2021 年 3 月〕122 頁）。
32）　総務省ウェブサイト（https://www.soumu.go.jp/
main_sosiki/kenkyu/touhyoukankyou_koujyou/index.html）。
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の得票総数と次点者の得票総数が逆転する虞があ
り，本件選挙の結果に異動を及ぼす虞がある」な
どとして，上記選挙を無効とし（名古屋高判平成
17 年〔2005 年 〕3月 9日 判 時 1914 号 54 頁・ 判 タ
1208 号 141 頁），最高裁判所が上告を棄却して，
上記判決が確定した（最二小決平成 17 年〔2005
年〕7月 8日判例地方自治 276 号 35 頁）。
　上記不具合の直接の原因は，名古屋高等裁判所
判決の判示からすると，株式会社ムサシの人為的
ミスという側面が大きいように思われるが，「最
高裁が選挙無効を判示するという『可児事件』の
インパクトは大きく，電子投票が普及しないため
に導入に要する費用が高額となり，費用が高額で
あることが電子投票の導入を妨げるという悪循環
が生まれている」33）。
　これについて本報告書は，「技術的条件の見直
しに関しては，例えば，汎用機は電源ボタンやコ
ネクタなどの接続部が露出しているため，不正な
操作が行えないような処置が必要ではないか／現
在，多く普及している汎用機は，これまでの専用
機よりタッチパネルのサイズが小さいため，候補
者名等を見やすく表示することが可能か／正・副
の電磁的記録媒体をどのように汎用機に格納する
のか／等の課題」（本報告書 18 頁）を具体的に挙
示しており，技術的問題の解決に資する。
　⒝　サイバー攻撃
　インターネット投票における重大なリスクとし
て，サイバー攻撃による選挙妨害がある34）。
　これについて本報告書は，「技術的・専門的な
観点から網羅的に」検討を行い，投票の秘密の保
護・システムダウン対策などの 9つの大項目につ
いて，満たすべき要件を具体的に掲げたうえで，
本報告書の掲げる「要件を満たすことにより，在
外選挙インターネット投票の実現に向けた技術・
運用面の大きな課題，ハードルはクリアできる」
と断言した（本報告書 12 頁）。これにより，サイ
バー攻撃による選挙妨害等のリスクをできるだけ

少なくすることができる。
　⒞　買収等の不正行為
　インターネット投票を導入した場合，投票所に
おける投票と異なり，そばに監視者がいないため，
第三者が在外日本国民に対し，買収等の不正行為
をしかねないという懸念がありうる。
　しかしそのような懸念は，現行公職選挙法にお
ける郵便投票による在外投票にもありうるところ，
インターネット投票を導入したからといって，同
懸念が特別に高まるというわけではない。現行公
職選挙法が郵便投票による在外投票を認めている
のは，国外であっても，日本国民が投票に関して
利益供与をし，あるいは受けた場合に刑罰を科す
ること（公選 221 条 1 項 1 号・4号，255 条の 3，刑
法 3条）等によって，上記買収等の不正行為を実
効的に防止できるという判断に基づくものである。
この判断は，郵便投票だけでなくインターネット
投票にも同様に妥当する。
　ウ　日本における最近の実証実験
　最近では茨城県つくば市が 2019 年 8 月に，イ
ンターネット投票の実証実験を行った。このイン
ターネット投票は，ブロックチェーンとマイナン
バーカードを活用したものであり，マイナンバー
カードと ICカードリーダーがあれば，自宅のパ
ソコンから投票することもできるようになっ
た35）。
　エ　地理的・社会的障壁の除去
　すでにいくつかの民間企業が，衛星ブロードバ
ンドサービスを提供している。同サービスを利用
すれば，人工衛星を通じてインターネットに接続
するため，地上にインターネット接続環境がなく
ても――たとえば紛争地域で人道支援を行う日本
国民であっても――インターネットに接続するこ
とができる。
　また，インターネット投票を日本国内にも導入
すれば，心身の障がいのため外出が困難な人も，
より容易に選挙権行使ができるようになる。

33）　湯淺墾道「電子投票に関する法制度の近時の動向」社
会文化研究所紀要（九州国際大学）67 号（2011 年 3 月号）2
頁。
34）　湯淺墾道「理念・原理・制度とサイバーセキュリティ

法制――選挙を中心に」情報通信政策研究（総務省）2巻 1号
（2018 年）73-90 頁は，多数の具体的事例を紹介しつつ，それ

が憲法にとってもつ意味をも論じており，重要である。
35）　茨城県つくば市ウェブサイト（https://www.city.
tsukuba.lg.jp/shisei/oshirase/1008320.html），日経コンピュー
タウェブサイト（https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/news/18/ 
05784/）参照。



132

情報法制研究　第 11 号（2022. 5）

オ セキュリティ強化
インターネット投票の利点として，二段階認証

等のセキュリティ強化策を講ずることで，FAX
投票における，FAX番号誤入力による投票の秘
密漏洩のようなリスク（上記⑶）を，できるかぎ
り減らすことができる，という利点もある。
カ 小　　括
以上のとおり，インターネット投票の課題は十

分に解決可能な段階にある。インターネット投票
を導入すれば，地理的・社会的障壁の相当部分が
除去され，在外選挙権を含む選挙権行使の実現可
能性は，飛躍的に高まる。

4　判　　断
インターネット投票は，在外選挙権行使の現実

的実現のため非常に有益であるが（上記 3⑷エか
らカ），日本の国家がインターネット投票を整備
しないからといって，ただちに違憲となるわけで
はない。
　しかし，現行の在外投票制度には，①在外公館
投票は十分に利用できない場合が多い，②一時帰
国して日本国内で投票をすることは，費用等の負
担が大きすぎる，③郵便投票は，居住国によって
はそもそも利用できないし，何度も国際郵便を利
用しなければならないこともあって，国際郵便の
状況によって，投票期限に間に合わなくなる危険
が大きい，などの深刻な問題がある（上記Ⅴ）。
そのため，コロナ禍以前から，在外日本国民にと
って，在外選挙権の行使には大きな困難があった
ところ，コロナ禍により，在外選挙権行使の困難
性がいっそう顕在化したというべきである。
　実際，海外に在留する日本国民の人数は，2019
年 10 月 1 日に 141 万 0356 名，2020 年 10 月 1 日
に 135 万 7724 名，2021 年 10 月 1 日 に 134 万
4900 名であった36）。一方，在外投票者数は 2万
人前後であるから37），在外日本国民の総人数に
比べて，あまりに少ない。本稿が論じてきた，在
外選挙権行使の困難性が，大きな要因であろう。
　上記①から③等の事情は，外国の政情不安によ
るところも大きいため，一時的でなく恒常的なも

のである。また，日本の国家による解決も，かな
り困難である。そのため，これらの事情は，司法
事実というよりも立法事実と位置付けるべきもの
である（上記Ⅱ 4）。
　現行の在外投票制度は，一時的でなく恒常的に，
多くの在外日本国民の在外選挙権行使を事実上不
能等にするものであったから，コロナ禍前から法
令違憲であったし，コロナ禍により，法令違憲で
あることがより明確になったというべきである。
この違憲性を払拭するために，インターネット投
票が常に必須であるとまではいえないが，インタ
ーネット投票の適切な導入を含め，在外選挙権行
使が現実に十分可能とならないかぎり，現行の在
外投票制度の違憲性は払拭されない。
　なお，インターネット投票には大きな利点があ
るが（上記 3⑷エからカ），同投票の導入にとどま
らず，郵便投票など他の在外投票制度の改善（安
全性・安定性の向上等）を図ることは，在外選挙
権行使の現実的実現，ひいては在外選挙権の現実
的保障に資するものである。

Ⅶ　おわりに

インターネット投票の導入を含め，選挙制度の
抜本的な改善に対しては，与党が強く抵抗するこ
とが多い。与党は，現行の選挙制度のもとで与党
たる地位を獲得しており，選挙制度の抜本的な改
善は，その地位を危険にさらすことになりかねな
いからである。
　そのため，在外選挙権行使の現実的実現に当た
っては，国会の通常の民主過程に期待することは
容易でなく，憲法・裁判所による人権実現の必要
性が高い。本稿がその一助となることを願ってい
る。

　本研究は，一般財団法人司法協会による研究助成
（2021 年度，個人研究）を受けたものである。
　本稿の内容は，もっぱら筆者の私見に基づくもの
であって，いかなる組織・団体をも代表するもので
はない。

36）　外務省ウェブサイト（https://www.mofa.go.jp/mofaj/
toko/tokei/hojin/index.html）。

37） 前掲注 4）。
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